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本報告書の調査は、個人所属JA3873他７件の航空事故に関し、航空・鉄

道事故調査委員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書に従い、航空

・鉄道事故調査委員会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止に寄

与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行

われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅲ 個人所属 超軽量動力機
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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 スポーツフライト式タロンＸＰ－Ｈ２７０６Ｌ型（超軽量動力機、複座）

識別番号 ＪＲ１６３４

発生日時 平成１６年５月６日 １１時４０分ごろ

発生場所 秋田県由利郡象潟町
きさかた

平成１６年１０月１３日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 松 浦 純 雄

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

個人所属超軽量動力機ＪＲ１６３４は、平成１６年５月６日（木 、レジャーのた）

め、操縦者及び同乗者の計２名が搭乗して秋田県由利郡由利町内のウィングビート・

フライングクラブ場外離着陸場を１１時２０分ごろ離陸し、鳥海山の西北西側山腹５

合目付近上空を飛行中、飛行高度が下がるとともに、機速が低下したため、１１時

４０分ごろ同象潟町の鳥海ブルーライン（県道）の道路脇に不時着した。

搭乗者の負傷 操縦者 負傷なし 同乗者 負傷なし

航空機の損壊 機体 大破 火災発生なし

１.２ 航空事故調査の概要

主管調査官ほか１名の航空事故調査官が、平成１６年５月８日及び１１日に現場調

査、機体調査及び口述聴取を実施した。

また、同年５月１６日にエンジンの運転調査を実施した。
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原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

個人所属超軽量動力機ＪＲ１６３４（以下「同機」という ）は、平成１６年５月。

６日、レジャーのため、前席に操縦者及び後席に同乗者１名が搭乗し、秋田県由利郡

由利町内のウィングビート・フライングクラブ場外離着陸場（標高：２２３ｍ：約

７３０ft、以下「由利場外」という ）を１１時２０分ごろ離陸した。操縦者は、由。

利場外の南南西約２０kmにある鳥海山西北西側山腹５合目の鉾立ビジターセンター駐
ほこだて

車場（標高：１,１５０ｍ：約３,７７０ft、以下「ビジターセンター」という ）上。

空まで行き、折り返して由利場外まで戻る予定であった。

事故に至るまでの経過は、操縦者及び同乗者の口述によれば、概略次のとおりであ

った。

事故当日、操縦者は、約２０分間の暖気運転の後、操縦者のみが搭乗して、地

上走行を実施しながら、エンジン及び３舵の作動等について点検を行い、異常の

ないことを確認した。このとき、高度計の指針をゼロにセットした。その後、本

事故に係る飛行を行った。

離陸後、同機は、機首を南南西に向け、ビジターセンターを目指す直線コース

で、高度計の指示が約３,０００ft(気圧高度：約３,７００ft）の高度まで上昇

した。ビジターセンターの手前付近まで飛行したあたりで、高度が急に下がった

り、ゆっくりと下がったりしたため、操縦者は、高度を上げようとして昇降舵を

操作したが、効果がなかった。同時に、機速が落ちたようにも感じたので、エン

ジン出力を上げようとしてスロットルを操作したが、機速に変化はなかった。こ

のとき、高度計の指示高度及びエンジン回転計のエンジン回転数は確認しなかっ

た。このまま飛行を継続することはできないと判断し、適当な場所に不時着しよ

うと考え、スロットルを絞った。このとき、不時着場所の選定はしていなかった。

同機は、更に高度が下がり、まもなく前方の鳥海山山肌斜面の熊笹や潅木の茂っ

たブッシュに主車輪が接触するとともに機体がブッシュの上に乗り上げ、そのま

ま機首が左に回転しながらブッシュの上を滑落して行き、一瞬のうちに鳥海ブル

ーラインの東側道路脇で停止した。このとき、大きな衝撃を受け、機体を損傷し

た。操縦者及び同乗者ともに負傷はなかった。

本事故の発生地点は、鳥海山の西北西側山腹、標高約１,０５０ｍ（約３,４４０
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ft）付近の鳥海ブルーラインの東側道路脇で、事故発生時刻は、１１時４０分ごろで

あった。

（付図１及び写真１、２参照）

２.２ 航空機乗組員に関する情報

操縦者 男性 ７４歳

総飛行時間 ５１１時間２５分

最近３０日間の飛行時間 ２時間５０分

同型式機による飛行時間 ２０時間００分

（上記時間は、操縦者の口述による ）。

２.３ 航空機に関する情報

2.3.1 航空機

型 式 スポーツフライト式タロンＸＰ－Ｈ２７０６Ｌ型（舵面操縦型）

総飛行時間 ２０時間００分

事故当時の重量 重量は約３４０kgと推算され、許容範囲（仕様書最大

重量３８７.８kg）内にあったものと推定される。

（上記時間は、操縦者の口述による ）。

（付図５参照）

2.3.2 エンジン

型 式 ロータックス式５８２ＵＬ－２Ｖ型

総使用時間 ３０時間３０分

（上記時間は、操縦者の口述による ）。

2.3.3 航空機各部の損壊の状況

(1) 胴体 中央部で破断

(2) 尾翼 垂直尾翼前縁折損

(3) プロペラ ３枚とも破損

(4) 尾輪 折れ曲がり

2.3.4 燃料及び潤滑油

燃料は自動車用レギュラーガソリン、潤滑油はカストロールであった。

２.４ 気象に関する情報
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2.4.1 事故現場の南南西約２７kmに位置する酒田測候所における事故関連時間帯の

ウィンドプロファイラデータは、次のとおりであった。

11時30分 高度４００ｍ 風向 南東、風速 １０kt

高度７００ｍ 風向 南南東、風速 １０kt

高度１,０００ｍ 風向 南、風速 １０kt

高度１,３００ｍ及び高度１,６００ｍ 観測データなし

高度１,９００ｍ 風向 南西､ 風速 ２０kt

高度２,２００ｍ 風向 西南西､ 風速 ２５kt

高度２,５００ｍ 風向 西南西､ 風速 ２０kt

11時40分 高度４００ｍ 風向 南南東、風速 ５kt

高度７００ｍ 風向 南南東、風速 ５kt

高度１,０００ｍ 風向 南、風速 ５kt

高度１,３００ｍ 風向 南南西、風速 １５kt

高度１,６００ｍ 観測データなし

高度１,９００ｍ 風向 南西､ 風速 ２５kt

高度２,２００ｍ 風向 西南西､ 風速 ２５kt

高度２,５００ｍ 風向 西南西､ 風速 ２０kt

（付図２参照）

2.4.2 事故現場の北東約１８kmに位置する矢島地域気象観測所の事故関連時間帯の

気象観測値は、次のとおりであった。

11時00分 降水量 ０、風向 南東、風速 ２m/s、気温 １９.３℃、日照時

間 １時間

12時00分 降水量 ０、風向 東南東、風速 ２m/s、気温 ２１.０℃、日照

時間 １時間

2.4.3 操縦者及び同乗者によれば、事故現場付近の気象は、次のとおりであった。

天気 晴れ、無風、視程 良好

２.５ 事故現場に関する情報

2.5.1 事故現場の状況

事故現場は、由利場外から南南西へ約２０km、鳥海山（標高：２,２３６ｍ）の

西北西側山腹、標高約１,０５０ｍ（約３,４４０ft）付近の鳥海ブルーラインの東

側道路脇であった。

同機は、機首を道路とほぼ直角に北東に向け、熊笹や潅木の茂った傾斜角約４０°
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の不整地の法面に前部胴体が接地し、後部胴体は道路脇の側溝（幅４５cm）を跨い

だ状態で停止していた。胴体が中央部で破断して、破断箇所から後方部分が右側に

曲がり、その尾部が約５０cm道路上に出ていた。また、右主翼により、法面の取付

きに設置された道路標識が約４５°の角度に倒されていた。なお、道路及び路肩上

に、同機による打痕等の痕跡は認められなかった。

（付図１及び写真１、２参照）

２.６ その他必要な事項

2.6.1 事故後、プロペラを交換して、エンジンを運転したところ、正常に作動した。

2.6.2 事故現場の北側の直近にあって、同機の推定飛行経路上に位置する渓谷は、

鳥海山の北北西側山腹の標高１,４００ｍの地点あたりから山麓にかけて南北に切

れ込み、長さが約６km、幅が約１km、深さ（標高差）が約２５０ｍであった。

（付図４参照）

2.6.3 本飛行に関し、機体についての航空法第１１条第１項ただし書、操縦者の技

量についての同法第２８条第３項及び場外離着陸場についての同法第７９条ただし

書の許可は取得されていたが、飛行の範囲、飛行高度及び同乗者についての許可条

件を逸脱していた。

３ 事実を認定した理由

３.１ 操縦者及び同乗者の口述並びに機体等の調査結果から、同機は、事故発生ま

で機体及びエンジンには異常がなかったものと推定される。

３.２ 操縦者の口述から、同機は、鳥海山の西北西側山腹５合目付近上空を約

３,７００ftの高度で飛行中、飛行高度が下がるとともに、操縦者は、機速が低下し

たように感じたため、昇降舵及びスロットルを操作して、飛行高度及び機速の低下を

防ごうとしたが、回復できなかった。このため、飛行の継続はできないと判断し、適

当な場所に不時着しようと考え、スロットルを絞った。このことにより、同機は、更

に高度が下がり、まもなく鳥海山山肌斜面のブッシュに主車輪が接触するとともに機

体がブッシュの上に乗り上げ、そのまま機首が左に回転しながらブッシュの上を滑落

した後、鳥海ブルーラインの東側道路脇で停止したものと推定される。
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同機は、このときの衝撃により、機体を大破したものと推定される。

３.３ 2.4.1に記述したように、事故発生時刻ごろ、鳥海山の南南西約２７kmに位置

する酒田測候所において観測されたウィンドプロファイラデータによると、高度４００

ｍ以上１,０００ｍ以下において、風向が南、南東及び南南東、風速が５～１０kt、

また、高度１,３００ｍ以上２,５００ｍ以下において、風向が西南西、南西及び南南

西、風速が１５～２５ktであった。これらの風は、鳥海山の山腹に当たり、その山肌

に沿って左右両側に吹き抜け、若しくは、上昇して山越えしたことにより、風下側の

事故現場付近の山腹上空で気流の擾乱が発生していた可能性が考えられる。また、事

故現場周辺の事故関連時間帯の気象は、2.4.2及び2.4.3に記述したように、晴天であ

り、かつ、気温が２０℃前後と温暖であった。このことにより、2.6.2で述べた、事

故現場の北側の直近にあって、同機の推定飛行経路上に位置する渓谷では、谷風が発

生していた可能性が考えられる。この谷風は、渓谷の谷肌に沿って上昇気流となり、

渓谷の上空では、これが転じて下降気流になっていたことが考えられる。３.２で述

べたように、同機は、事故現場付近上空を約３,７００ft（約１,１３０ｍ）の高度で

飛行中、飛行高度が下がるとともに、操縦者は、機速が低下したように感じたため、

昇降舵及びスロットルを操作して飛行高度及び機速の低下を防ごうとしたが、回復で

きなかった。このことについては、事故現場付近で発生していた鳥海山周辺の風によ

る気流の擾乱及び谷風による下降気流があいまって関与した可能性が考えられる。

(付図２、３、４参照）

３.４ 操縦者の口述から、同機の飛行高度が下がるとともに、機速が低下したよう

に感じたとき、操縦者は、昇降舵及びスロットルを操作して飛行高度及び機速の低下

を防ごうとしたが、回復できなかったため、飛行の継続はできないと判断し、適当な

場所に不時着しようと考え、スロットルを絞った。しかし、前方及び直下が山肌斜面

であることから、適当な不時着場所がないことを考慮すれば、操縦者は、スロットル

を全開とし、速やかに進路を鳥海山の山腹上空を離れるように取り、鳥海山から遠ざ

かりながら、更に飛行高度及び機速の低下を防ぐ操作を試みることが必要であったも

のと推定される。

その結果、飛行高度及び機速の低下を防ぐことができた場合、できる限り山麓の平

坦地において、適当な不時着場所の選定を行った後に、不時着することが賢明であっ

たものと推定される。

３.５ 2.6.3で述べたように、操縦者は、航空法第１１条第１項ただし書の許可を始

めとする必要な飛行許可を取得していたが、本事故時の飛行は、飛行の範囲が 「由、
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利場外を中心に半径３km以内の場周経路内 、飛行高度が 「航空交通管制区の下限高」 、

度未満の高度（地上から６００ｍ未満の高度 」及び同乗者が 「航空法第２８条第３） 、

項の許可を受けた者に限る」という許可条件を逸脱して、鳥海山の山腹５合目付近上

空を飛行していたものと推定される。これらの許可条件を遵守していれば、３.２で

述べたように、鳥海山の山腹に近づいて飛行高度及び機速の低下を招くこともなく、

また、ひいては不時着することもなかったものと推定される。

このことからも、操縦者は、許可の条件を遵守し、飛行の安全性の確保に努める必

要がある。

４ 原 因

本事故は、同機が、鳥海山の西北西側５合目山腹付近上空を飛行中、飛行高度及び

機速が低下したことから、操縦者は、昇降舵及びスロットルを操作して、飛行高度及

び機速の低下を防ごうとしたが、回復できなかったため、鳥海ブルーラインの道路脇

に不時着した際に、機体を大破したことによるものと推定される。
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付図１ 推定飛行経路図 
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付図２ 酒田測候所におけるウィンドプロファイラデータ 
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付図４ 事故現場北側直近の渓谷 
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付図５ スポーツフライト式タロンＸＰ―Ｈ２７０６Ｌ型 
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写真１ 事故現場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 事故機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




